
 

■ 日本におけるがんの現状について 

 

   日本におけるがんによる死亡者は？ 

 

   平成20年の全死亡者数114万2,467人のうち、34万2,849人（男性：20万6,287

人、女性：13万6,562人）ががんにより死亡している。 

   このため、日本人の3人に1人ががんで死亡している、と言われている。 

   なお、近年生活習慣の変化により、これまで多かった胃がん、子宮がんが減少し、

それに代わって乳がん、大腸がん、肺がんなどが増加している。 

 

   国ではがんに関する対策は何か実施しているのか？ 

 

   現在、がんが国民の生命および健康にとって重大な問題となっている現状を踏ま

え、「がん対策基本法」が平成19年4月から施行され、より一層がん対策を推進

していくための環境が整備された。 

   この「がん対策基本法」は関係者（地方公共団体、医療保険者等）の責務を明ら

かにし、がん対策の一層の充実を図るために、「がん対策推進基本計画」を策定

し、それを基に都道府県が地域特性を踏まえて「都道府県がん対策推進計画」を

策定することとされている。これらの計画により、本法律に掲げられた基本的施

策を総合的かつ計画的に推進することとされている。 

 

   がん対策推進基本計画とは？ 

 

   平成19年4月の「がん対策基本法」の施行後、平成19年6月には、同法に基づ

き、「がん対策推進基本計画」が策定（閣議決定）された。この基本計画は、長

期的視点に立ちつつ、平成19年度から平成23年度までの5年間を対象として、

がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の基本的方向について

定めるとともに、都道府県がん対策推進計画の基本となるものである。 

   具体的には、今後のがん対策の全体目標として、 

●がんによる死亡者の減少（がんの年齢調整死亡率（75歳未満）の20%減少） 

●すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上 

   を掲げてがん患者を含めた国民の立場に立って、総合的かつ計画的に推進してい

くことを内容としている。 
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■ 香川県におけるがんの現状について 

 

   香川県におけるがんによる死亡者は？ 

 

   平成20年の全死亡者数10,645人のうち、2,942人ががんにより死亡している。 

   なお、死因の1位ががんとなっており2,942人（27.6%）、2位は心疾患1,867人

（17.5%）、3位は肺炎1,218人（11.4%）、4位は脳血管疾患1,038人（9.8%）と

なっている。 

 

   香川県におけるがん検診の受診率は？ 

 

   現状のがん検診受診率は以下の通り。 

    

香川県  
全体 

受診率 順位 

全国平均 

受診率 

胃がん 31.3% 16位 28.7% 

大腸がん 26.9% 18位 24.9% 

肺がん 30.7% 5位 23.3% 

乳がん 23.8% 15位 20.3% 

子宮がん 23.6% 14位 21.3% 

※平成19年国民生活基礎調査に基づく受診率 

 

 

香川県  全国平均 
住民検診 

受診率 順位 受診率 

胃がん 10.3% 33位 11.8% 

大腸がん 24.3% 13位 18.8% 

肺がん 25.4% 26位 21.6% 

乳がん 19.6% 18位 14.2% 

子宮がん 17.6% 31位 18.8% 

※平成19年度市町からの事業報告に基づく受診率 
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■ がん検診受診率向上プロジェクトについて 

 

    本プロジェクトの目的は？ 

 

    現在がんは国民病と言われており、がんによる死亡は、昭和 56年以降死因の

第一位を占め、国民の3人に1人は、がんにより亡くなっており、他の死因を

大きく引き離し、現在も増加の一途を辿っている。 

政府が平成 19年に「がん対策推進基本計画」を策定し（前述参照）、平成 19

年度～平成23年度の5年間を対象として、がん対策の総合的かつ計画的な推

進を図るべく、都道府県に通達を出している。 

平成20年3月に「香川県がん対策推進計画」を策定し、がん総合対策の一層

の推進をすることとし、平成 24年度末までにがん検診の受診率を 50%以上と

する目標を掲げた。 

そのため、県・民間企業のネットワークを活用し、県民に広くがん検診の重要

性を普及啓発・受診勧奨を積極的に行うことで、がんを早期発見し、早期治療

することで、がんによる死亡者の減少をめざすことを目的とする。 

 

   本プロジェクトの概要は？ 

 

   県民と接点の多い企業グループと香川県とが一体となり、民間企業等の各拠点や

広告スペースにポスターやリーフレットを設置して受診勧奨を行うとともに、イ

ベントデーを設けることで県民へのがん検診の受診を広く働きかける。 

 

   この取組はいつまで行うのか？ 

 

   今年度を第一ステップとして取組を実施し、毎年取組を見直していくが、香川県

がん対策推進計画の実施期間である平成 24年度に総括したうえで、その後の活

動について検討する予定である。 

 

   具体的にはどのような取組を行うのか？ 

 

   以下の取組を行う。 

１．ポスター・リーフレットの設置 

参画企業の支店等（県内で約500箇所）を活かして広く設置する。 

その他、駅やモデルルーム等への設置も実施する。 
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   ２．イベントデーの実施 

     9月 5日（土）に第一回イベントとして県民が多く集まる「瓦町駅」「丸亀

街商店街」にてリーフレット配布を行い、広くがん検診の受診を働きかける。 

     また、第二回イベントは12月～1月頃に予定している。 

   ３．参画企業の特徴を活かした取組 

     以下のような取組を現在検討している。 

     □ ラジオ番組での広報。 

     □ 店舗内駐車場での検診車による検診実施。 

     □ 病院と提携したPET検診費用の優遇制度化。 

     □ がん対策セミナーの開催。 

     □ 自社ホームページへの検診情報リンク貼付。 

 

ポスター・リーフレットはどのくらい設置するのか？ 

 

ポスターは1,500部、リーフレットは30,000部作成している。 

   今後必要に応じて増刷していく予定。 

 

   参画企業の特徴を活かした取組の詳細は？ 

 

   詳細は現在調整しているところであるが、概要としては以下の通り。 

   １．ラジオ放送 

     毎日朝・昼・夕と行っている FM高松の情報提供番組の中で、がん検診に関

する情報提供コーナーを設置し、ゲストを招いて継続的に受診勧奨を行う。 

   ２．検診車の呼込み 

     コープかがわの店舗へ検診車を呼込み、市町が行う住民検診の場所の提供を

行う。なお、時期・対象市町については調整中。 

   ３．がん検診費用の優遇制度構築 

     コープかがわの組合員向けに、滝宮総合病院・屋島総合病院での検診費用を

優遇する。 

   ４．がん対策セミナーの実施 

     東京海上日動グループによるがん対策セミナー（年内予定）を実施する。 

 

   今後新たな取組を行うのか？ 

 

   それは来年度以降検討している。具体的には参画企業を増やしていく、がん検診

の受診者へのノベルティ配布、県庁舎ピンクライトアップなど検討している。 
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■ 企業グループについて 

 

   香川県がん検診受診率向上プロジェクト推進企業グループとは？ 

 

   香川県がん検診受診率向上プロジェクト推進企業グループは、本プロジェクトの

趣旨に賛同した企業で構成している。次年度以降、より広く受診勧奨を行うべく、

毎年一度参画企業の見直しを行う予定。 

   （詳細は企業グループ規約をご参照ください） 

 

   なぜこの企業なのか？選定基準などあるのか？ 

 

   県民へ広くがん検診について普及啓発をすることが一番の目的であるため、まず

は県内に多くの拠点を持つ企業をメンバーとして検討した。あくまで開始時点で

の企業であり、今後毎年見直しを行っていく予定。 

 

   他県においてはこのような取組を行っているのか？ 

 

   他県の取組は以下の通りである。 

 

取組自治体 協定書締結 窓口 提携先 その他 

高知県 2008/7/23 健康福祉部 
東京海上日動 

高知銀行 
 

岡山県 協定なし 保健福祉部 
東京海上日動 

中国銀行 
2008年10月～ 

福井県 2008/12/9 健康福祉部 東京海上グループ 
他保険会社12社

と提携 

栃木県 2009/2/2 保健福祉部 
東京海上日動 

足利銀行 
 

宮崎県 2009/4/2 福祉保険部 
東京海上日動 

宮崎銀行 
 

佐賀県 2009/7/13 健康福祉本部 東京海上グループ 
他保険会社2社と

提携 
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   現在上記表の通り、5県にて協定（岡山は協定はせず取組のみ）を実施している。 

   （※協定は主に県と民間企業が個別に実施している。） 

   香川県では他県での取組とは異なり、全国で初めて複数業種の民間企業を含めた

企業グループと県とが協定を行うこととなります。企業グループを設立したこと

で、より広く県民へのがん検診の普及啓発が出来ることに加え、今後も企業グル

ープへの新たな参画も可能であり広がりのある取組になるものと考える。 

 

   なお、現在市町レベルでも取組を開始し、旭川市・北九州市にて協定を行ってい

る。 

 

 

■ がん検診について 

 

   がん検診を受けたい場合どうしたらよいか？ 

 

   住民票のある市役所・町役場に確認の上、各市町での指定箇所にてがん検診を受

診することができる。不明な点は各市町へ連絡ください。 

   なお、連絡先は香川県ホームページもしくはリーフレットの裏面に記載している。 

 

   女性のがん検診無料クーポンとは何か？ 

 

   厚生労働省が追加経済対策の一環として、今年度は「子宮頸がん検診：20・25・

30・35・40歳」と「乳がん検診：40・45・50・55・60歳」の女性を対象に無料

クーポン、がんについて解説した検診手帳を配布する。香川県では対象の方に8

月～10月にクーポンを送付する予定である。 

   なお、この無料クーポン配布については、来年度以降、5年間行う方向で検討さ

れている。 
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